
※ 下図の通行規制区間 拡大図における①の区間、②の区間

ご不便をおかけしますが、皆様のご協力をお願いいたします

新川辺橋歩道整備に伴う交通規制のお知らせ
規制期間

場 所

令和７年９月１日～令和７年１０月３１日 （予定）

新川辺橋の東側約１４０ｍ （国道４８６号）

● 規制を行いますので、現地ガードマンの誘導に従った行動をお願いします。

● 期間中は、渋滞が予想されますので、できるだけ周辺道路への迂回をお願いします。

● ①の区間が完了後、引き続き、②の区間の交通規制を行う予定です。

● 規制期間及び規制内容は予定であり、天候等の理由により変わる可能性があります。

規制区間と迂回路の案内

迂回路

新川辺橋

出典：国土地理院「地理院地図(電子web)」
を基に岡山県が作成

©岡山県マスコット ももっち うらっち

① の 区 間 ※
１ 車 線 減 少

② の 区 間 ※
片側交互通行

規制内容

平日（日中） 9時～16時

平日（夜間）21時～5時

９ 月 １ 日 ～ ９ 月 ３ ０ 日 １０月１日～１０月３１日

通⾏規制区間 拡⼤図



新川辺橋歩道整備に伴う交通規制のお知らせ

平日(日中) 9:00～16:00 ・ １車線減少

（工事担当窓口）

岡山県備中県民局 建設部 河川災害対策班 電話 086-434-7157

平日(夜間) 21:00～5:00 ・ 片側交互通行

令和５年５⽉に被災し、同年９⽉に復旧した川辺橋（歩⾏者・⾃転⾞⽤側道橋）については、現在、
仮設構造での復旧となっていることから、⻑期間利⽤が可能な構造で「新川辺橋」及び「堤防」に
歩道を整備し、⾃転⾞・歩⾏者等の利⽤ルートを切替えます。

※規制期間以降も、令和８年３月までは仮設ガードレールを設置予定としております。

清⾳駅

⾼梁川

仮設構造で復旧

新川辺橋

②約50m
①約110m

①の区間の交通規制イメージ

川辺橋

②の区間の交通規制イメージ

歩道を整備

井原・⽮掛⽅⾯

通⾏区間

岡⼭・総社⽅⾯

仮設ガードレール

⼯事区間

通⾏区間⼯事区間

⽚側交互通⾏

仮設ガードレール
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⾼梁川

⾼梁川

規制延長
約140m
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